開発行為等に係る協定書

鹿嶋市水道事業　鹿嶋市長　田口　伸一（以下「甲」という。）は令和◯年◯月◯日付けで、〇〇　〇〇　以下「乙」という。）から提出された「開発行為等に係る給水同意願」により同意するに当たり配水管から分岐する給水管、給水装置の施工、維持管理等について下記のとおり協定書を締結する。

記

１）この設計施工に当たっては、市水道課の指示を尊守し、市指定工事店が施工するものとする。
２）給水本管は、５０㎜以上としかつ開発区域内の給水流量を満足し、給水管からの分岐口径は２０㎜以上とするものとする。
３）第１止水栓（乙止め）は、境界から１ｍの位置とし、乙止め以後ＨＩＶＰ　　　　　　　　　
　を１ｍ布設する。又、止水栓筐の周囲０．５ｍを厚さ５㎝のコンクリートで防護するものとする。
４）計画区割りが変更になり、給水取出しの不要箇所が発生した時は、乙がサドル分水栓で止水して撤去するものとする。
５）水質保全のため必要とする経費は、すべて乙の負担とする。尚期間は２年間とする。（先止まり管の場合）
６）宅内の給水装置の修繕、維持管理は乙または宅地購入者が行うものとする。
７）修繕は、代理人（市指定工事店）が行うものとする。
８）給水管の帰属については、別途申請書により提出するものとする。
９）甲が帰属を受ける範囲は、公道に布設した５０㎜以上の管に限る。
10）帰属を受けた後の水道管でも、乙は通水後１年間の修繕を行うものとする。
11）宅内配管は、市指定工事店が行うものとする。
12）乙は、開発行為によって設置された給水装置に対し、水道加入金の支払いが行われない限り、修繕、維持管理を行うものとする。




　この協定締結の証として本証２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保管する。



　令和◯年◯月◯日



　　　　　　　　　　　甲　住所　　茨城県鹿嶋市大字平井１１８７番地１
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　氏名　　鹿嶋市水道事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿嶋市長　田口　伸一



　　　　　　　　　　　乙　住所　　
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